
■サービス内容
ひとり親家庭の支援に関する質問に対し、
AIチャットボットが適切な制度を案内
※子育て支援に関する制度も案内可能

■主な利用対象者
本市にお住まいのひとり親家庭

■利用開始日
2022年10月31日（月）～
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